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災害時地下水利用ガイドライン
改訂方針及び今後の進め方

第4回 災害時における地下水等活用推進に向けた有識者会議

資料２
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ガイドラインにおいて、公共による新設井戸の検討・整備に関する記述が少ない。

第3章の新設井戸の検討（3.4新設井戸の検討、3.5井戸工事の流れ）の記述を充実する必要がある。

ガイドラインの改訂方針
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＜災害用井戸・湧水の活用に向けた取組の枠組＞

ガイドラインの課題

＜ガイドライン目次＞

【3.4 新設井戸の検討】

新設井戸の整備が必要なエリア（地区や施設）を抽出する方法

抽出したエリアにおける新設井戸整備の適否を検討する方法

【3.5 新設井戸の整備】

新設井戸を整備する際の具体的手順、手続き、留意事項等（平常時、災害時）

記載を充実すべき事項

地方公共団体の職員自身が検討することを前提に、考え方や必要な情報を記載

具体的な手法は、職員が実施した事例等により紹介

作成方針
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参考 現在の3.4節（新設井戸の検討）
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参考 現在の3.5節（井戸工事の流れ）
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改訂の主な内容・論点
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発災後の対象とする段階（フェーズ）をどこに置くかにより、必要な水量・水質（用途）および水の運搬距離は異なる。
【対象フェーズ】、【運搬距離】の設定は？（例：4日目～10日目、半径〇m(地域に応じて設定)）

「給水施設から遠いエリア」、「十分な水量が確保できないエリア」「長期の断水が懸念されるエリア」等を抽出する必要がある。
【必要水量の分布】をどう整理する？ （例：地理院地図人口メッシュ×20ℓ/人･日、自治会単位・自主防災組織単位等）

【運搬距離を考慮した過不足分布】をどのように整理するのか？（例：マップ上で重ね合わせ）

【実施事例】は？（例：○○市における検討事例を用いて記載、対象：愛知県豊橋市、大分県等）

（3.4節関係）新設井戸の整備が必要なエリアをどのように検討すればよいのか

応急給水量等の目標設定例
資料）水道の耐震化計画等策定指針、厚生労働省、2015.6

応急給水目標水量の事例（災害時地下水利用ガイドライン、2025.3より）

給水施設から遠い地区、十分な水量が確保できない地区等のイメージ

応急給水槽

既設井戸
（事業者）

給水拠点

既設井戸
（民家）

市域等

避難所等

避難所等

避難所等

避難所等

避難所等

既設井戸（民家）

耐震給水栓

耐震給水栓

水量不足の懸念がある

近隣に代替水源が無い

水量不足の懸念がある

水道耐震化地区
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改訂の主な内容・論点
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近隣に代替水源が無い地区、十分な水量が確保できない地区等のイメージ

応急給水槽

既設井戸
（事業者）

給水拠点

既設井戸
（民家）

市域等

避難所等

既設井戸（民家）から○mの範囲

地理院地図（人口分布）等を参考に
必要水量の多いエリアを想定するイメージ

給水拠点から○mの範囲

避難所等

避難所等

避難所等

避難所等

給水拠点･既設井戸からの距離の整理イメージ
（民家の既設井戸は小規模とみなし運搬範囲を薄い青で表示）

印刷

既設井戸（民家）

耐震給水栓

耐震給水栓

書き込み

応急給水槽

既設井戸
（事業者）

給水拠点

既設井戸
（民家）

市域等

避難所等

避難所等

避難所等

避難所等

避難所等

既設井戸（民家）

耐震給水栓

耐震給水栓

水量不足の懸念がある

近隣に代替水源が無い

水量不足の懸念がある

水道耐震化地区

水道耐震化地区
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改訂の主な内容・論点
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抽出した対象エリアに、地下水を取水できる帯水層が存在するのか否かを確認する必要がある。
【帯水層の有無】をどう確認するのか？（例：各種公表資料の収集･確認、自治体が過去に整備した地盤情報、地質調査）

井戸掘削に必要な情報を収集する必要がある。対象エリア以外も含めて収集することが望ましい。
どのような情報を収集しておくべきか？（例：自治体内の帯水層の有無･分布、帯水層の層厚･透水係数、地下水位 ）

取水した地下水の活用に関する事前評価を行うことが望ましい。
非常時地下水利用システムの技術活用が必要ではないか？

（3.4節関係）抽出したエリアにおける新設井戸整備の適否をどのように検討すればよいのか

各種公表資料、既存調査結果等による帯水層の有無の調査イメージ
20万分の1地質図 https://gbank.gsj.jp/seamless/
国土地盤情報データベース https://www.kunijiban.pwri.go.jp/jp/index.html
全国地下水資料台帳 https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/water/f9_exp.html

全国地下水資料台帳

既設井戸における
帯水層有無･層厚､
揚水量を確認

帯水層が確認されたエリア

層厚○○m、
地下水位
GL-○m

層厚○○m、
地下水位
GL-○m

層厚○○m

透水係数
○m/sec

市域等のマップ

地下水位
GL-○m

収集情報の整理イメージ

全国を網羅する地質図等で、砂や礫が
分布している大まかなエリアを確認

柱状図を確認できるデータベースで、抽出エリアの
帯水層（砂層･礫層等）の有無･層厚等を確認

全国の井戸に関するデータベースで、抽出エリアの井戸
の情報（帯水層の深さ、地下水位、揚水量等を確認

既存資料等から得られた情報をマップ上に整理

帯水層の有無を確認した地点

帯水層無し
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改訂の主な内容・論点
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平常時における災害用井戸の設置は、防災部局、保健衛生部局、環境部局等が連携して進める必要がある。
地域防災計画への位置づけは？（例：地域防災計画の応急給水計画･給水体制等への位置づけ）

水質要件への配慮は？（例：利用用途の設定、用途に応じた水質の事前確認･定期確認･発災後確認）

地盤・地下水環境への配慮は？（例：地下水関係条例・要綱等による規制、地下水協議会における協定、地盤沈下等の地下水障害履歴と現状）

【実施事例】は？（例：○○市における検討事例を用いて記載、対象：広島県、千葉県佐倉市、長野県松本市等）

発災後の状況に応じて、緊急的に災害用井戸を検討・設置できる体制および留意事項を確認しておく必要がある。
どのような体制を想定しておくべきか？（例：自治体内外の地質調査業者・掘削業者・水質検査業者等との連携）

留意事項は？（例：地下水取水規制・地下水協議会の取り決め等による制約と対応、地下水障害履歴）

災害用井戸と併せて整備すべき設備を確認する必要がある。
普段利用の方法は？災害時の利用方法は？（例：トイレカーとの接続、排水方法）

（3.5節関係）新設井戸の整備をどのように進めればよいのか

地下水協議会等の設置状況
令和５年１０月末現在 内閣官房 水循環政策本部事務局調べ

■都道府県が設置
■市区町村が設置

地盤沈下防止等対策要綱の対象地域

市区町村の地域防災計画における
災害用井戸の記載状況

令和６年１２月現在 内閣官房 水循環政策本部事務局調べ

236

15.8%

332

22.3%

922

61.9%

地域防災計画に記載がある

（災害時の井戸活用を想定

済み）

地域防災計画に記載はある

が具体の取組を行っていな

い

地域防災計画に災害用井戸

に関する記載はない

平成 30 年西日本豪雨における井戸水無償検査フロー図（広島県呉市）
非常時地下水利用指針(案)、2025.3改訂
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改訂骨子（案）
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記載内容
・どこに設置するかは、対象とする段階（フェーズ）、ニーズ（水量・水質）の分布等
による

・既存の井戸や応急給水施設等とのバランスを考慮する必要あり

3.4.2 新設井戸の対象地区

記載内容
・実際には帯水層の存在を確認できた箇所にしか設置できない
・帯水層の大まかな分布･深度は文献資料や既存DB等である程度分かる場合がある
・被災時には想定外の場所にもニーズを生じる場合があることに留意（自主避難所等）

3.4.3 新設井戸の設置の適否

記載内容
・工事発注前に幾つか手順を踏む必要がある（取水規制、関係部署との調整等）
・発災後に緊急的に設置するためには事前の体制確保が必要
・平常時においても利用できることが災害時における円滑な運用等に有用

3.5.1 新設井戸の整備

解説へ記載する内容（案）

・発災から復旧までは幾つかのフェーズに分けられるため、まず初めに、対象フェー
ズ、必要単位水量、地区の状況に応じた運搬距離を設定
（対象フェーズと必要水量・用途との対応解説図等）

・公表されている人口分布マップ、既存の避難所（収用規模）等の位置と、既存の井
戸（災害用井戸、事業用井戸等）や応急給水施設、耐震給水栓等とを重ね合わせて水
量不足地区を設定する考え方を提示
（重ね合わせ図等）

・自治体職員等が上記に類する考え方で検討して災害用井戸を新設した事例を紹介

・災害時地下水利用システム等の既存モデルが整備されている地域では、水不足量分
布等のシミュレーション検討が可能である点を記載

解説へ記載する内容（案）

・現ガイドラインに、どのような資料が参考となるかの一覧は記載あり

・これらの資料をどのように利用すれば帯水層の分布･深度を確認できるのか例示
（自治体職員等による実施事例、又はサンプル資料で各資料の参照個所を紹介）

・井戸設置工事の際に必要となる地盤物性値が、どの資料にどういった形で記載され
ているか例示
（自治体職員等による実施事例、又はサンプル資料で各資料の参照個所を紹介）

・災害時地下水利用システム等の既存モデルが整備されている地域では、取水可能水
量等のシミュレーション検討が可能である点を記載

解説へ記載する内容（案）

・地下水障害履歴地域等では災害時であっても井戸取水に反発があったり、地下水取
水規制等の制約（吐出口断面積等）を受ける場合があることを示す
（地下水条例マップ、事例等）

・災害時地下水利用システム等の既存モデルが整備されている地域では、地下水揚水
量に応じた地盤沈下量等の検討が可能である点を記載

・井戸設置後に速やかに有効活用されるために、水質確認や支援情報発信や運用を所
管する部署との事前調整が有用であることを示す
（緊急対応した事例の紹介等）

・できるだけ発災前に事前設置することが望ましく、設置に至らない場合においても、
少なくとも井戸設置箇所や必要な給水機器（ポリタンク用の蛇口、大型タンク用の
ホース・ポンプ等）・配管設備、駐車場・給水スペース確保等の検討を実施する旨を
記載

・発災後の状況に応じて緊急的に新設する場合には、施工業者や水質検査体制の確保
が重要であり、地下水取水規制等への対応も含めて、平時から準備しておく必要があ
ることを記載

・災害用井戸の利用方法の周知、水質や設備の日常的な確認等の観点から、平常時に
おいても利用することが有用であることを記載

3.4.1 新設井戸の検討用資料（現行の内容）

3.5.2 井戸工事の流れ（現行の内容）
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○ 本年度は３回の有識者会議開催を予定。
○ 【3.4 新設井戸の検討】 【3.5 井戸工事の流れ】を改訂の対象として、必要に応じて事例ヒアリング等を実施。

今後の進め方（案）
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今後のスケジュール

○第４回（令和7年9月12日）
・災害時地下水利用ガイドラインについて
・ガイドライン改訂方針
・改訂骨子（案）

○第６回（令和7年11月）（予定）
・災害時地下水利用ガイドライン（改訂案）

先進事例等ヒアリング

令和7年12月公表（予定）
（地下水マネジメント研究会）

委員事前説明･意見照会

○第５回（令和7年10月）（予定）
・災害時地下水利用ガイドライン（改訂素案）


